
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

   

 

  

  

 

 

  

  

  

 

FAX:853-2821 さいたま商工会議所 与野支所 行  セミナー参加申込書              H30.11.28 

事 業 所 名  Ｔ Ｅ Ｌ 
 

事 業 所 住 所 
 

受 講 者 氏 名 

（ 複 数 可 ） 

  

  

※ご記入頂いた情報は商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。 

講 師 講 師 

2019 年 10 月に消費税率の引き上げが予定される昨今、日本は超高齢者社会に突入すると言われ、経営者の平均年齢

が 65歳を超えている時代になりました。「そろそろ先のことも少しずつ考えなければいけないな。」なんて感じている

方も多いのではないでしょうか。本講座では、事業継続の専門家である古河先生をお招きして、経営者だからこそ考

えておくべき事業の進め方のポイントを、あなたの会社の事を本気で考えてくれる専門家だからこその“耳のイタイ”

話も交えて、わかりやすく解説いたします。変化が激しい時代だからこそ、本講座で 1 歩前に進み出しましょう！是

非ご参加ください。 

 

 

平成 30 年 11 月28 日（水） 14：00 ～ 16：00 

切り取らずに そのままＦＡＸしてください 

日 時 

会 場 

さいたま商 工 会 議 所 ・中 小 企 業 相 談 所  
主 催 

20 歳で家業の酒屋代表に就任。年商を 9 倍に上げたの
ち事業売却。経済を勉強し直す為、東京へ。ベンチャー
企業の立上げに１年間参加。その間に広告業界などのキ
ーマンと出会い、広報事業に転職、その後、事業魅力に
着目し、アタカプランニングを創業。大手広告代理店に
出向し、様々なプロジェクトで高い評価を得る。また、
地元行政の立案にもかかわる。顧客事業の売上・利益を
改善する「黒字化計画」ノウハウを確立し、日本の小規
模事業活性化を目指す。 

５０名 定 員 無料 受講料 
下記申込書に必要事項をご記入の上、お近くの支所まで
お申込下さい。 

 

申込方法 

セ ミ ナ ー カ リ キ ュ ラ ム 講 師 

消費税軽減税率対策窓口相談等事業  

（住所）さいたま市中央区下落合５－４－３ さいたま市産業文化センター３F 

与野支所  TEL855-8011 FAX853-2821  

 浦 和 支 所  TEL838-7701  大 宮 支 所  TEL646-4141  岩 槻 支 所 TEL756-1445 

経営相談課  TEL641-0084 FAX643-2720 

 

 

 

 

 

 

○消費税軽減税率制度の基礎知識と 

価格転嫁対策の必要性について 

○耳がイタイ話をします！あなたの 

会社・お店の今後はどうしたいですか 

○どんな事業が残るか考えたことありますか 

   ・後継者が近くにいれば、事業は残るか。 

   ・生きがいだった事業を残す方法はあるのか。他 

○目標となる事業継続・事業整理とは 

・身内が継いだり、誰かが買ってくれたりすること。他 

   ・自分の会社・お店でちょっと工夫をしてみませんか  

○こんな会社も事業継続がうまくいった 

≪事例紹介≫ 

    ・父と娘の小さな町の自転車屋さん 

    ・お客さんに寄り添った町の建具屋さん  他 

○最後に、今日一つだけ （まとめ） 

・事業をもう一度、“生きがい”へもうひと踏ん張り！ 

※駐車場に限りがありますので公共交通機関をご利用下さい。 


